
配置技術者の変更承認

着手指定日の変更承認

工事請負契約書第45条
第1項第3号（契約解除）
も含めた必要な措置

※他の技術者とは、様式１により届出た技術者と同等以上、若しくは総合評
価入札方式の配置予定技術者の評価に関する評価基準における評価点を
満たす技術者のことをいう。ただし、事前に届出た技術者が死亡、傷病また
は退職等、真にやむを得ない理由の場合はこの限りでない。
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現場施工の着手日を指定した工事における配置技術者の配置要件の緩和（イメージ図）
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※仙台市発注工事かつ、
入札に付した工事の特記
仕様書等に着手日の指定
がある場合
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発注者の判断
により、契約工
期の着手日以
降60日以内で、
特記仕様書等
により指定

入札公告に示す資格要
件、「着手指定日」にお
ける専任制を審査

落札候補者は、配置技術
者届出書【様式1】を提出

工期延期

受注者は、承認願（理
由書）【様式2】を提出


